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Ⅰ 総 論 

 １ 目的 

    次世代育成を迅速かつ重点的に推進するため制定された次世代育成支援対策推

進法に基づき、本市では「次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計

画」を平成１７年２月に策定（平成１７年４月施行）しました。その後、５年ご

とに見直しを行いながら、子育てをしやすい職場環境づくりや、仕事と生活の両

立の実現に向けた取り組みを進めてきました。 

一方、平成２７年９月には、女性が職業生活において希望に応じて十分に能力

を発揮し、活躍できる環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）が制定され、平成２８年４月

に「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」を策定しました。 

次世代育成支援と女性の活躍推進に向けては、共通する項目が多く、両行動計

画を一体的に推進することが効果的・効率的と考えられるため「次世代育成支援

対策推進法及び女性活躍推進法に基づく西尾市特定事業主行動計画」を策定する

こととしました。 

本計画は、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズ

に即した環境整備、男女を問わずその能力を十分発揮できる職場づくりを計画的

かつ着実に進めるために策定したものです。 

 

 ２ 計画期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間 

     

 ３ 計画の推進体制 

  (1)  次世代育成支援対策及び女性職員の活躍を効果的に推進するため、各部局に

おける人事担当者や女性活躍に関する業務担当者等を構成員とした行動計画

策定・推進委員会を設置する。 

 

  (2)  職員に対して、次世代育成支援対策及び女性活躍に関する情報提供等を実施

する。 

 

  (3)  啓発資料を作成し、行動計画の内容を周知する。 

 

(4)  毎年一回、前年度の取組状況や目標に対する実績等について公表する。 
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Ⅱ 次世代育成支援対策推進法に関すること 

 １ 具体的な取組内容 

（項目の※は女性活躍推進法に関することとの重複を示す） 

 

  (1)妊娠中及び出産後における配慮 

具体的な内容 実施時期 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休

暇等の制度について周知を図る。 

継続実施 

② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を図る。 継続実施 

③ 妊娠中の職員の健康や安全の観点から業務分担、超過勤務等に

配慮する。 

継続実施 

 

 

  (2)男性の育児に伴う休暇・休業の取得促進（※） 

具体的な内容 実施時期 

① 対象職員への周知 

継続実施 

 

すべての男性職員が取得できる子どもが生まれた時の特

別休暇並びに育児休業、部分休業及び育児短時間勤務（以

下「育児休業等」という）の取得促進について周知を図る。 

② 職場環境の醸成 

令和２年度 ア 管理職を対象にイクボス研修を実施し、男性職員が育児休

業等を取得しやすい職場環境の醸成を図る。 

イ 所属長が、子どもの出生が見込まれる男性職員に対して面

談を行い、育児休業等の勧奨や取得計画、業務分担の変更

等を調整し、男性職員が安心して育児休業等を取得できる

よう配慮する。 

令和２年度 

 

 

  (3)育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

具体的な内容 実施時期 

① 育児休業等の周知 

ア 育児休業等の制度の趣旨を周知し、職場の意識を高める。 継続実施 

イ 研修等において、育児休業制度等の制度説明を行う。 継続実施 

② 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

 育児休業等の取得の申出があった場合、事例ごとに当該部

署において業務分担の見直しを行う。 

継続実施 
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③ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

 育児休業からの復帰に際して、休業期間中の職務に関する

情報等を提供し、適切な支援を行う。 

継続実施 

④ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保 

 育児休業等を取得した職員の業務を遂行することが困難な

ときは、会計年度任用職員等の活用等による適切な代替要

員を確保する。 

継続実施 

⑤ 子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組 

 将来の女性幹部職員を養成するための研修に女性職員を派

遣し、キャリア形成を支援する。 

継続実施 

 

 

  (4)超過勤務の縮減 

具体的な内容 実施時期 

① 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤    

務の制限に関する制度の周知 

 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の職業生

活と家庭生活の両立を支援するため、深夜勤務及び超過勤

務を制限する制度について周知徹底を図る。 

継続実施 

② 事務の簡素化の促進 

ア 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等

について十分検討の上実施し、併せて、既存の行事等との

関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃止する。 

継続実施 

イ 会議・打合せについては、極力電子メール、電子掲示板を

活用する。 

継続実施 

ウ 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。 
継続実施 

③ 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

ア 部局・課室ごとの超過勤務の状況を、人事担当部局等で把

握できるようにし、超過勤務の多い職場の管理職に注意喚

起を行う。 

継続実施 

イ ノー残業デーの実施を通じて、職員への意識啓発を図る。

やむを得ず時間外勤務をする場合は、人事担当部局等に報

告をさせ、時間外勤務の適正な管理を図る。 

継続実施 
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  (5)休暇の取得の促進 

具体的な内容 実施時期 

① 年次休暇の取得の促進 

ア 定期的に休暇の取得促進を図り、職場の意識を高める。 継続実施 

イ 年間の年次休暇予定表を作成し、所属内の誰もが見られる

ようにすることで、取得の実効性を高める。 

令和２年度 

ウ 人事担当部局等による取得状況の確認を行い、取得率が低

い部署の管理職に注意喚起を行う。 

継続実施 

エ 各部署の業務計画を策定・周知することにより、職員の計

画的な年次休暇の取得促進を図る。 

継続実施 

オ 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、事務処理に

おいて相互応援体制を徹底する。 

継続実施 

② 連続休暇の取得の促進 

ア 週休日、国民の祝日、夏季休暇とあわせた年次休暇の取得

促進を図る。 

継続実施 

イ ゴールデン・ウィークやお盆期間における公式会議の自粛

を行う。 

継続実施 

③ 子ども・家族とのふれあいのための特別休暇等の取得の促進 

ア 子どもの学校行事等における年次休暇の取得促進を図る。 
継続実施 

イ 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日に

おける年次休暇の取得促進を図る。 

継続実施 

④ 子どもの看護のための特別休暇等の取得の促進 

 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知し、取得しやすい職

場環境を作る。 

継続実施 

 

 

  (6)職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

具体的な内容 実施時期 

① 研修等を通じ、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等

の是正についての意識啓発を行う。 

継続実施 

② セクシュアルハラスメント、メンタルヘルスに関する情報の提

供や電話等による外部相談窓口を設置し、周知を図る。 

継続実施 

 

 

 



 - 5 -

  (7)その他の次世代育成支援対策に関する事項 

具体的な内容 実施時期 

① 子育てバリアフリー 

ア 外部からの来庁者の多い庁舎において、乳幼児に配慮した

トイレ、授乳室、キッズコーナーの設置等に努める。 

継続実施 

イ 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応

接対応等のソフト面でのバリアフリーに努める。 

継続実施 

② 子どもとふれあう機会の充実 

 互助会行事等のレクリエーション活動の実施にあたって

は、職員の子どもを含めた家族が参加できるよう配慮する。 

継続実施 

 

 

２ 具体的な目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成年度：令和６年度 

 

 

目標① 育児休業の取得率 

男性男性男性男性職員：１３％職員：１３％職員：１３％職員：１３％        女性女性女性女性職員：職員：職員：職員：１００％１００％１００％１００％    

 

目標② 各職員の超過勤務時間数 

・・・・１１１１月につき４５時間以内、１年間につき３６０時間以内月につき４５時間以内、１年間につき３６０時間以内月につき４５時間以内、１年間につき３６０時間以内月につき４５時間以内、１年間につき３６０時間以内    

（他律的業務（他律的業務（他律的業務（他律的業務<<<<※※※※>>>>に従事する職員を除く）に従事する職員を除く）に従事する職員を除く）に従事する職員を除く）    

・１月につき１００時間以内、１年間につき７２０時間以内・１月につき１００時間以内、１年間につき７２０時間以内・１月につき１００時間以内、１年間につき７２０時間以内・１月につき１００時間以内、１年間につき７２０時間以内    

（他律的業務に従事する職員）（他律的業務に従事する職員）（他律的業務に従事する職員）（他律的業務に従事する職員）    

※他律的業務…業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項

を自ら決定することが困難な業務 

 

目標③ 職員１人当たりの年次有給休暇の平均取得日数（平成 30 年度：8.9 日） 

年年年年間１２日以上間１２日以上間１２日以上間１２日以上    
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Ⅲ 女性活躍推進法に関すること 

 １ 把握項目の状況 

女性活躍推進法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第

６１号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、市長部局、教育委員会事務

局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局、消

防本部、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局において、それぞれの

女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について

分析を行った。 

 

 

(1)採用試験受験者に占める女性の割合及び採用した職員に占める女性の割合 

（平成３１年度採用） 

区分 

事務職 保育・教諭職 技術職 医療職 消防職 合計 

応募 採用 応募 採用 応募 採用 応募 採用 応募 採用 応募 採用 

全体 105人 11人 35人 16人 31人 11人 28人 16人 28人 6人 227人 60人 

男性 65人 9人 5人 1人 21人 6人 3人 1人 27人 5人 121人 22人 

女性 40人 2人 30人 15人 10人 5人 25人 15人 1人 1人 106人 38人 

女性 

割合 

38.1% 18.2% 85.7% 93.8% 32.3% 45.5% 89.3% 93.8% 3.6% 16.7% 46.7% 63.3% 

 

 

(2)平均した継続勤務年数の男女の差異 

（平成３１年４月１日現在） 

区分 男性 女性 男女の差 

人数 ７８８人 ７８４人 ４人 

平均継続勤務年数 １７．８年 １４．０年 ３．８年 
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(3)職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間及び超過勤務を命じることができる

上限を超えて命じられて勤務した職員数 

（平成３０年度） 

区分 超過勤務時間数 職員１人当たり 

上限目安時間（月４５

時間）を超えて勤務し

た職員数 

４月 ９，３１４時間 ７．６時間 ２５人 

５月 １２，１６３時間 １０．０時間 ９人 

６月 ７，８０９時間 ６．４時間 １１人 

７月 ８，９８６時間 ７．４時間 １３人 

８月 ７，９３２時間 ６．５時間 ８人 

９月 １０，５０８時間 ８．６時間 ８人 

１０月 １１，１２６時間 ９．１時間 １２人 

１１月 １０，９１６時間 ９．０時間 １３人 

１２月 １４，８３５時間 １２．２時間 １０人 

１月 １６，５２７時間 １３．６時間 ２０人 

２月 １２，７３４時間 １０．４時間 ２５人 

３月 １１，５５９時間 ９．５時間 ２６人 

計 １３４，４０９時間 １１０．３時間 １８０人 

※対象人数は、時間外勤務手当等支給者 １，２１９人 

 

 

(4)管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

                      （平成３１年４月１日現在） 

区分 

全体 男性 女性 

人数 人数 割合 人数 割合 

部長級 ２２人 ２１人 ９５．５％ １人 ４．５％ 

次長級 ２２人 ２０人 ９０．９％ ２人 ９．１％ 

課長級 ９１人 ７８人 ８５．７％ １３人 １４．３％ 

管理職計 １３５人 １１９人 ８８．１％ １６人 １１．９％ 
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(5)役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 

【女性職員の割合】                      （平成３１年４月１日現在） 

区分 

全体 男性 女性 

人数 人数 割合 人数 割合 

部長級 ２２人 ２１人 ９５．５％ １人 ４．５％ 

次長級 ２２人 ２０人 ９０．９％ ２人 ９．１％ 

課長級 ９１人 ７８人 ８５．７％ １３人 １４．３％ 

課長補佐級 １２９人 ８９人 ６９．０％ ４０人 ３１．０％ 

主任主査級 １０９人 ６６人 ６０．６％ ４３人 ３９．４％ 

主査級 ２８４人 １６４人 ５７．７％ １２０人 ４２．３％ 

 

【女性職員の伸び率】                         （各年４月１日現在） 

区分 

平成２９年 平成３０年 平成３１年 

人数 割合 伸び率 人数 割合 伸び率 人数 割合 伸び率 

部長級 0 人 0.0% - 0 人 0.0% - 1 人 4.5% - 

次長級 2 人 7.7% -7.3% 3 人 11.5% 50.0% 2 人 9.1% -21.2% 

課長級 14 人 15.2% -0.5% 14 人 14.9% -2.1% 13 人 14.3% -4.1% 

課長補佐級 38 人 29.7% 7.6% 40 人 31.3% 5.3% 40 人 31.0% -0.8% 

主任主査級 42 人 36.8% -0.7% 41 人 36.9% 0.3% 43 人 39.4% 6.8% 

主査級 108 人 39.6% -2.3% 114 人 41.5% 4.8% 120 人 42.3% 1.7% 

 

 

(6)男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況                                                                                         

（平成３０年度） 

区分 男性 女性 

対象人数 ３６人 ５４人 

取得人数 １人 ５４人 

取得率 ２.８％ １００％ 

取

得

期

間

の

分

布

状

況

 

１月以下 １人 ０人 

１月超～６月以下 ０人 ２人 

６月超～１年以下 ０人 ３人 

１年超～２年以下 ０人 １４人 

２年超 ０人 ３５人 

 

 



 - 9 -

(7)男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び取得期間の分布状況  

（平成３０年度） 

 区分 介添休暇 子の養育休暇 

対象人数 ３６人 ３６人 

取得人数 ２３人 ６人 

取得率 ６３．９％ １６．７％ 

取

得

期

間

の

分

布

状

況 

１日以下 ３人 ０人 

１日超～３日以下 ２０人 ４人 

３日超～５日未満 － ０人 

５日 － ２人 

※配偶者出産休暇：介添休暇（西尾市） 

※育児参加のための休暇：子の養育休暇（西尾市） 

 

 

(8)セクシュアルハラスメント等対策の整備状況 

 （平成３１年度） 

 区分 対策の整備状況 

関係法令 西尾市職員ハラスメントの防止等に関する要綱 

相談窓口 第三者に相談できる電話相談・Ｗｅｂ相談及び総合政策部人事課内に設置 

研修等 ハラスメント研修やセクハラ・パワハラを含めた人権研修の実施 

 

 

(9)職員の女性割合 

（平成３１年４月１日現在） 

区分 事務職 

保育・ 

教諭職 

技術職 労務職 医療職 消防職 合計 

全体 550人 288人 201人 81人 378人 203人 1,704人 

男性 370人 10人 150人 41人 102人 201人 877人 

女性 180人 278人 51人 40人 276人 2人 827人 

女性割合 32.7% 96.5% 25.4% 49.4% 73.0% 1.0% 48.5% 
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 ２ 具体的な取組内容 

（項目の※は次世代育成支援対策推進法に関することとの重複を示す） 

 

  (1)女性の採用試験受験者の拡大 

具体的な内容 実施時期 

① 公務員セミナー等でのＰＲ活動 

 学生を対象とした公務員セミナー、説明会等の活用により、

女性にとっても働きやすい職場であることをＰＲし、採用

試験の女性受験者の拡大を図る。 

継続実施 

② 広報媒体の活用 

 優秀な人材を幅広く採用できるよう、職員募集案内、広報、

ホームページ等で女性が活躍できる職場であること、職

務・職員の魅力等を伝えるための積極的な広報活動を実施

する。 

継続実施 

③ インターンシップへの参加の呼びかけ 

 インターンシップを実施するにあたり、大学の事前説明に

おいて女性の参加者を募り、積極的なＰＲに努める。 

継続実施 

 

 

  (2)消防職員の女性割合の拡大 

具体的な内容 実施時期 

① 施設の改善 

 消防本部・消防署において、女性専用の更衣室、仮眠室、

浴室等の整備を行い、女性消防職員を受け入れる施設環境

の充実、改善に努める。 

継続実施 

② 女性活躍の重要性への理解促進 

 女性消防職員の活躍推進を組織的に実施していくため、男

性消防職員に対して研修等を行い、女性の活躍推進につい

て理解を深める。 

継続実施 
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 (3)男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進（※） 

具体的な内容 実施時期 

① 対象職員への周知 

継続実施 

 

すべての男性職員が取得できる子どもが生まれた時の特別

休暇並びに育児休業、部分休業及び育児短時間勤務（以下

「育児休業等」という）の取得促進について周知を図る。 

② 職場環境の醸成 

令和２年度 ア 管理職を対象にイクボス研修を実施し、男性職員が育児休

業等を取得しやすい職場環境の醸成を図る。 

イ 所属長が、子どもの出生が見込まれる男性職員に対して面

談を行い、育児休業等の勧奨や取得計画、業務分担の変更

等を調整し、男性職員が安心して育児休業等が取得できる

よう配慮する。 

令和２年度 

 

 

 (4)女性職員の登用推進 

具体的な内容 実施時期 

① 意欲等の把握と適材適所の人員配置 

 女性職員の積極的な登用を図るため、職員の意欲と能力の

把握に努めるとともに、その能力を十分発揮できるよう適

材適所の人員配置に努める。 

継続実施 

② キャリア形成を意識した人員配置 

 キャリア形成を意識した人員配置に努め、女性職員の能力

開発や意識向上を図る。 

継続実施 

③ 能力を発揮できる業務配分 

 女性職員の職域拡大と多様な職務を経験できるよう配慮

し、女性職員の担当業務を財務、庶務担当などに固定化し

ないで、個々の能力を発揮できるような業務の配分を行う。 

継続実施 

④ 研修への継続的な派遣 

 将来の女性幹部職員を養成するための研修に女性職員を継

続して派遣し、キャリア形成やマネジメント能力の向上を

支援する。 

継続実施 

⑤ 先輩職員との交流機会の提供 

 管理職の女性職員や育児経験のある女性職員等と交流する

機会を提供し、職務上の悩みや仕事と家庭の両立等の相談

体制を充実させる。 

継続実施 
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 ３ 具体的な目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成年度：令和６年度 

 

 

目標① 女性の採用試験受験者の拡大 

採用試験の受験者における女性割合採用試験の受験者における女性割合採用試験の受験者における女性割合採用試験の受験者における女性割合    事務職事務職事務職事務職    ：４５％：４５％：４５％：４５％    消防職消防職消防職消防職    ：２０％：２０％：２０％：２０％    

 

目標② 消防職員の女性割合の拡大 

消防職員における女性割合：３％消防職員における女性割合：３％消防職員における女性割合：３％消防職員における女性割合：３％    

 

目標③ 男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進 

男性職員の子どもの出生時における父親の特別休暇（介添休暇または子の男性職員の子どもの出生時における父親の特別休暇（介添休暇または子の男性職員の子どもの出生時における父親の特別休暇（介添休暇または子の男性職員の子どもの出生時における父親の特別休暇（介添休暇または子の

養育休暇）の取得率養育休暇）の取得率養育休暇）の取得率養育休暇）の取得率    ：１００％：１００％：１００％：１００％    

男性職員の育児休業の取得率：１３％男性職員の育児休業の取得率：１３％男性職員の育児休業の取得率：１３％男性職員の育児休業の取得率：１３％    

 

目標④ 女性職員の登用推進 

管理職における女性割合管理職における女性割合管理職における女性割合管理職における女性割合    ：：：：１５１５１５１５％％％％    

 

（参考） 第２次西尾市男女共同参画プラン改訂版 

基本目標１ 政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます 

目標値  15％（令和 5 年度） 


